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令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
伴
う
税
効
果
会
計
は

新
リ
ー
ス
会
計
基
準
の

今
期
決
算
への
影
響

Ⅴ

Ｅ
Ｙ
新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人

公
認
会
計
士

桑
澤
　
明

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス
】

●
12
月
決
算
の
場
合
、新
リ
ー
ス
会
計
基

準
等
は
２
０
２
６
年
12
月
期
期
首
か
ら

早
期
適
用
が
可
能
で
あ
り
、２
０
２
８
年

12
月
期
期
首
か
ら
原
則
適
用
と
な
る
。

２
０
２
５
年
12
月
決
算
に
お
い
て
は
、未

適
用
の
会
計
基
準
等
に
関
す
る
注
記
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。

●
新
リ
ー
ス
会
計
基
準
等
の
適
用
に
よ
っ

て
、こ
れ
ま
で
旧
リ
ー
ス
会
計
基
準
に

よ
り
会
計
処
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
契

約
で
あ
っ
て
も
リ
ー
ス
が
含
ま
れ
る
と

判
断
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
。

●
税
法
上
、借
手
の
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ・

リ
ー
ス
と
さ
れ
る
リ
ー
ス
取
引
に
お
い

て
は
、会
計
上
の
資
産
お
よ
び
負
債
の

金
額
と
税
法
上
の
資
産
お
よ
び
負
債
の

金
額
が
相
違
す
る
た
め
、税
効
果
会
計

の
適
用
対
象
と
な
る
こ
と
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。

は
じ
め
に

企
業
会
計
基
準
34
号「
リ
ー
ス
に
関

す
る
会
計
基
準
」お
よ
び
企
業
会
計
基

準
適
⽤
指
針
33
号「
リ
ー
ス
に
関
す
る

会
計
基
準
の
適
⽤
指
針
」（
以
下
、
あ
わ

せ
て「
新
リ
ー
ス
会
計
基
準
等
」と
い
う
）

が
２
０
２
４
年
９
月
13
日
公
表
さ
れ
た
。

２
０
２
５
年
12
月
決
算
に
お
い
て
は
、
新

リ
ー
ス
会
計
基
準
等
は
早
期
適
用
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
が
、
未
適
用
の
会
計
基

準
等
に
関
す
る
注
記
を
記
載
す
る
必
要
が

あ
り
、
加
え
て
、
現
在
多
く
の
企
業
に
お

い
て
新
リ
ー
ス
会
計
基
準
等
の
適
用
の
準

備
を
し
て
い
る
と
思
慮
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
本
章
で
は
、
新
リ
ー
ス
会
計
基
準
等

に
関
し
て
、
改
正
に
よ
る
影
響
を
中
心
に

次
の
事
項
を
解
説
す
る
。

・
適
用
時
期
お
よ
び
未
適
用
の
会
計
基
準

等
に
関
す
る
注
記

・新
リ
ー
ス
会
計
基
準
等
の
概
要

・
令
和
7
年
度
税
制
改
正
と
税
効
果
会
計

へ
の
影
響

な
お
、
令
和
７
年
度
税
制
改
正
で
は
、

新
リ
ー
ス
会
計
基
準
等
の
公
表
に
伴
う
改

正
が
行
わ
れ
て
お
り
、
税
効
果
会
計
に
も

影
響
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
わ

せ
て
本
章
で
解
説
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま

た
、
文
中
の
意
見
に
係
る
部
分
は
筆
者
の

私
見
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
申
し
添

え
る
。

適
用
時
期
お
よ
び
未
適
用

の
会
計
基
準
等
に
関
す
る

注
記

⑴
　
新
リ
ー
ス
会
計
基
準
等
の
適
用

時
期

新
リ
ー
ス
会
計
基
準
等
は
図
表
１
の
と

お
り
、
２
０
２
５
年
４
月
１
日
以
後
開
始

す
る
連
結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業
年
度
の

（図表1）　新リース会計基準等の適用時期

原則適用
2027年4月1日以後開始する連結会計年度および
事業年度の期首から適用する（12月決算の場合は、
2028年12月期期首から適用する）。

早期適用

2025年4月1日以後開始する連結会計年度および
事業年度の期首から適用することができる（12月
決算の場合は、2026年12月期期首から適用でき
る）。


